
消防用設備等は、年に２回の点検が必要です。

●機器点検（６カ月に１回）●総合点検（１年に１回） 

点検後は消防署への点検結果の報告が必要です。 

建物用途に応じて「１年」「３年」ごとの報告周期となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検結果 

報告書 

 

劇場・映画館 カラオケボックス 飲食店 

物品販売店舗 旅館・ホテル 

 

病院・診療所 

社会福祉施設 幼稚園・保育所

など 

 

共同住宅 

 

 

学校 

 

博物館など 

 

公衆浴場 

 

工場・作業所 

 

 

撮影スタジオ 

 

倉庫 

 

事務所など 

 

など など 

３年ごとの報告 

年
２
回
の

点
検 

Q なぜ点検が必要なの？ 

  設備の故障や欠陥に気付かず放置をすると、火災が発生したときに本来の機能を発揮できずに人命

に危険が及んだり、被害が拡大する恐れがあります。 

Q 誰に点検義務があるの？ 

  消防法令により、建物の関係者（所有者・管理者・占有者）に点検と結果報告の義務があります。 

Q 報告はどこへするの？ 

  建物のある場所を管轄とする消防署、分署及び出張所に点検結果を報告してください。郵送による報

告も受け付けています。詳細については、福山地区消防組合のホームページ又は管轄の消防署へ 

 

                        

                                           

お問い合わせ先  福山地区消防組合消防局予防課   電話 ０８４－９２８－１１９２ 

点検報告義務違反 

○点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は３０万円以下の罰金又は拘留 

 

 

１年ごとの報告 

 


